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�愛媛県告示第９６３号
保安林の指定施業要件を変更する件（令和２年４月農林水産省告

示第８７８号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を東温市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

令和２年８月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

�愛媛県告示第９６１号
社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）附則第４条第２項の規定により、次のとおり登録研修機関の登録をした。

令和２年８月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９６２号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第１３条第１項の規定により、次のとおり地方卸売市場として認定した。

令和２年８月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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登録を受けた者
かくたん

喀痰吸引等研修の業務を行う事業所
登録年月日

かくたん

喀痰吸引等研修の課程
名 称 住 所 名 称 所 在 地

特定非営利活動法人あ
いはぶ・Ｉ ｈａｖｅ

愛媛県松山市畑寺四丁
目４－３５

あいはぶ福祉研修セン
ター

愛媛県松山市木屋町４
丁目２－８ 令和２年８月１７日

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭
和６２年厚生省令第４９号）別表第３第１号の
基本研修及び同表第２号の実地研修

認定年月日
開 設 者 地 方 卸 売 市 場

名 称 住 所 名 称 位 置 取扱品目

令和２年８月７日 株式会社伊予連合農協青果 伊予市下吾川１２２４番地２ 伊予連合農協青果地方卸売
市場 伊予市下吾川１２２４番地２ 青 果 物

花 き

毎週（火・金）曜日発行 第１３４号 令和２年８月２５日

令和２年８月２５日火曜日 第１３４号

愛 媛 県 報

６５２



２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁並びに東温市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第９６４号
保安林の指定施業要件を変更する件（令和２年４月農林水産省告

示第７５６号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を�万高原町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ
の要旨を告示する。

令和２年８月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

東温市（次の図に示す部
分に限る）

松山市道後湯之町１９番７号

井 上 誠 一
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

和歌山市古屋５０７番地６６

磯 金 光 興
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

広島県呉市宮原通り七丁目１０
７番地４
永 井 誠 一

抵当権者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

松山市三番町六丁目４番地２３

加 藤 幸
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

温泉郡北吉井村大字山之内６０
番戸
加 藤 重 吉

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

温泉郡北吉井村大字山之内７６
番戸
加 藤 藤五郎

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

松山市畑寺町３７０番地３

加 藤 茂
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

温泉郡北吉井村大字山之内６９
番戸
加 藤 弥三郎

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

温泉郡北吉井村大字山之内６６
番戸
加 藤 與 作

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

温泉郡川内町大字北方１６１４番
地
花 山 ヨシ子

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

温泉郡川内町大字北方１６１４番
地
花 山 忠 由

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

松山市二番町５８番地３

株式会社愛媛県農工銀行
抵当権者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

東温市見奈良９９９番地１

見奈良土地改良区
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

松山市永木町二丁目１番地２１

佐 伯 定 宣
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

喜多郡内子町大字内子甲１２６２
番地２
細 川 オヌイ

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

松山市南江戸町４９１番地

松 本 正
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

温泉郡川内町大字北方３２８９番
地
松 本 良 一

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

温泉郡北吉井村大字山ノ内８６
番戸
清 水 庫太郎

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

広島県大竹市油見二丁目１番
１５号
大 西 泰 子

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

伊予郡砥部町大字宮内甲２２２
番地
中 村 静 雄

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

温泉郡北吉井村大字山之内２２
５３番地
渡 部 喜代次

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

東温市山之内２３４６番地

渡 部 熊 市
抵当権者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

温泉郡重信町大字山之内１２６
番戸
渡 部 五郎市

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

温泉郡重信町大字山之内２０４３
番地
渡 部 俊 郎

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

温泉郡北吉井村大字山之内１３
５番戸
渡 部 新五郎

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

温泉郡北吉井村大字山之内２２
４２番地
渡 部 榮佐郎

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る） 渡 部 眞 吉 森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

温泉郡北吉井村大字山之内５２
４番地
白 戸 忠 義

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

今治市黄金町二丁目１番地３

箱助林業株式会社
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

温泉郡川内町大字北方１５０番
地
� 口 コチカ

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

松山市昭和町２０番地

� 口 清 伯
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

松山市昭和町２０番地

� 口 清 彦
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

温泉郡川内町大字北方１５０番
地
� 口 弥三郎

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

温泉郡川内町大字北方３３６７番
地
富 岡 � 志

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

温泉郡川内町大字北方５７３番
地
露 口 守 重

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

温泉郡北吉井村大字山之内３２
３番地１
和 田 ウシヨ

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

東温市山之内１３１６番地

和 田 伊太郎
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

温泉郡重信町大字山之内１３１６
番地
和 田 喜美一

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

大洲市若宮１９番地

和 田 光 慶
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る） 和 田 三太郎 森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

温泉郡北吉井村大字山之内２３
番戸
和 田 彦

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

温泉郡北吉井村大字山之内２３
番戸
和 田 富太郎

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る）

松山市西立花町３６６番地

� 松 和 弘
森林所有者

愛 媛 県 報令和２年８月２５日 第１３４号
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２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁並びに�万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第９６５号
保安林の指定施業要件を変更する件（令和２年４月農林水産省告

示第７５６号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を�万高原町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ
の要旨を告示する。

令和２年８月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

�万高原町（次の図に示す部分に限る。）
イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡中津村大字黒藤川

上 西 佐源太
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡中津村大字黒藤川２５
８９番地
栄 代 浅五郎

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡�万町大字直瀬甲９７
７番地
大 野 勝 好

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

松山市中村町四丁目１２番２３号

大 野 實 雄
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡�万町大字直瀬甲９７
７番地
大 野 福 富

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

尼崎市築地本町五丁目１０８番
地
小 川 長 弘

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

兵庫県芦屋市南宮町１７番Ｂ－
４０４号
小 倉 勝 信

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

松山市�万ノ台１２９２番地

小 倉 信 一
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

東大阪市稲田２９８番地２

小 倉 俊 彦
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

松山市小坂町４４７番地６

坂 本 親 信
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡美川村大字黒藤川２７
７６番地
櫻 井 末 一

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡中津村大字黒藤川

竹 下 岩太郎
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡中津村大字黒藤川２５
９５番地
竹 下 正 一

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡中津村大字黒藤川

竹 中 七太郎
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

松山市此花町８番２９号

土 岐 勝 也
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡美川村黒藤川２６２０番
地３
土 岐 義 一

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡美川村大字黒藤川１９
１番戸
土 岐 惣 次

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡中津村大字黒藤川１９
１番戸
土 岐 留 内

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡�万町大字直瀬甲８１
３番地２
徳 永 比 夫

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

神戸市兵庫区材木町１８番地１

長 山 精 介
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

北条市�３６７番地１

古 川 順 子
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

松山市東石井町４１２番地２

松 本 翠
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡美川村大字大川甲４４
２番地
八柱神社

森林所有者

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

松山市小坂五丁目１７番２４号

井 口 将 秀
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

伊予郡松前町大字中川原５１５
番地
井 口 強

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡弘形村大字大川甲３５
４番地
石 川 政 雄

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡弘形村大字大川甲４６
５番地
猪 森 源 次

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

松山市小栗二丁目２番６５号

猪 森 マサコ
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

松山市中村二丁目４番３７号

植 田 あゆみ
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡弘形村大字大川甲４２
５番地
大 上 ジ ツ

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡美川村有枝１２２番地

木 山 博 史
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡弘形村大字大川甲４５
３番地
古 谷 キクノ

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡弘形村大字大川甲４５
３番地
古 谷 秀 雄

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡弘形村大字大川甲４５
３番地
古 谷 文 次

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡弘形村大字大川甲４６
０番地
正 岡 利代藏

森林所有者
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（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び�万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９６６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、四国地方整備局四国技術事務所長から

次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

令和２年８月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（三次元データ計測）

２ 作業期間 令和２年９月１日から

令和３年２月２６日まで

３ 作業地域 愛媛県の一部

�������
�愛媛県告示第９６７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和２年８月２５日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和２年８月１３日

３ 指定道路の位置

四国中央市上柏町字近江屋敷１０３６番１の一部、１０３７番１の一部、

１０３７番３の一部、１０３７番４の一部、１０３６番１地先水路、１０３６番１

地先道及び１０３７番１地先水路並びに同市上柏町字貳反地１０７５番の

一部、１０７６番の一部、１０７５番地先道及び１０７６番地先道

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３４．５８メートル

� 幅員 ５．２０メートル

�������
�愛媛県告示第９６９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西予市三瓶町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和２年８月２５日

愛媛県南予地方局長 河 瀬 利 文

就 任

退 任

�愛媛県告示第９６８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和２年８月２５日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２中局建（開）第１９号

令和２年８月１４日
伊予郡松前町大字昌農内字東林寺２３２番３、２３３番１

伊予郡松前町大字筒井３１９番地

有限会社 フジオカ

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 井 伊 敏 郎 西予市三瓶町垣生甲７５１番地

〃 宇都宮 正 司 西予市三瓶町朝立２番耕地２５５番地

〃 菊 池 茂 守 西予市三瓶町朝立１番耕地２３番地

〃 三ツ井 � 己 西予市三瓶町津布理２００番地１

〃 � 田 浩 之 西予市三瓶町安土３８８番地２

〃 摂 津 利 之 西予市三瓶町和泉甲３０３番地

〃 西 村 和 明 西予市三瓶町鴫山丙１８１番地

〃 井 上 � 年 西予市三瓶町垣生甲１７５番地１

〃 洲 家 卯太麿 西予市三瓶町二及２番耕地５７６番地１

〃 松 田 武 治 西予市三瓶町長早３番耕地１１８番地

〃 � 重 儀 之 西予市三瓶町周木６番耕地１２９番地３

〃 井 上 富士大 西予市三瓶町有太刀１４１番地

〃 上 杉 � 幸 西予市三瓶町蔵貫浦７０２番地

〃 三 好 恆 敏 西予市三瓶町蔵貫１２番地１

〃 星 野 万 仁 西予市三瓶町皆江１８８６番地

〃 藤 川 貴 史 西予市三瓶町下泊８２２番地１

監 事 山 本 嘉 人 西予市三瓶町朝立５番耕地１８番地

〃 西 本 寄代人 西予市三瓶町二及２番耕地８２８番地４

〃 堀 内 昭 利 西予市三瓶町蔵貫４４３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 堀 内 泰 長 西予市三瓶町蔵貫２４番地

〃 宇都宮 正 司 西予市三瓶町朝立２番耕地２５５番地

〃 菊 池 茂 守 西予市三瓶町朝立１番耕地２３番地

〃 三ツ井 � 己 西予市三瓶町津布理２００番地１

〃 � 田 浩 之 西予市三瓶町安土３８８番地２

〃 井 上 秀 樹 西予市三瓶町和泉甲４５９番地３

〃 西 村 和 明 西予市三瓶町鴫山丙１８１番地

〃 井 上 � 年 西予市三瓶町垣生甲１７５番地１

〃 山 本 壽 朗 西予市三瓶町二及１番耕地３１１番地

〃 松 田 武 治 西予市三瓶町長早３番耕地１１８番地

〃 淺 川 和 雄 西予市三瓶町周木６番耕地４２番地

〃 井 上 富士大 西予市三瓶町有太刀１４１番地

〃 井 上 博 明 西予市三瓶町蔵貫浦７０３番地

〃 堀 内 昭 利 西予市三瓶町蔵貫４４３番地

〃 星 野 万 仁 西予市三瓶町皆江１８８６番地

〃 二 宮 俊 治 西予市三瓶町下泊７１６番地

監 事 松 本 計 夫 西予市三瓶町津布理１５３番地１

〃 洲 家 卯太麿 西予市三瓶町二及２番耕地５７６番地１

〃 藤 林 清太郎 西予市三瓶町下泊６９６番地

愛 媛 県 報令和２年８月２５日 第１３４号
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和２年８月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

サーベイメータ及びデジタル式警報線量計保守点検業務委託

� 委託業務名及び数量

入札説明書及び仕様書による。

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

令和３年３月２９日（月）まで

� 委託業務に係る成果品の納入場所

入札説明書等による。

� 入札方法

入札金額は、保守点検の対象となっているサーベイメータ及

びデジタル式警報線量計の保守点検費用の総額を記載すること。

また、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２年度から令和４年度競争入札参加資

格を有すると認められ、かつ、「特定調達参加希望」の登録をし

ている業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 保守点検対象となっている上記機器について、保守点検を行

った実績があること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県県民環境部防災局原子力安全対策課原子力防災グルー

プ

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町４丁目４－２

電話 ０８９―９４１―２１１１ 内線２３４１

� 入札書の受領期限

令和２年１０月６日（火）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

愛媛県ホームページ（http://www.pref.ehime.jp/）でのダウ

ンロード又は上記�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和２年１０月６日（火）午後１時３０分

愛媛県庁第二別館３階 県民環境部会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

ア 入札に際しては、入札者が見積もる契約金額の１００分の５

以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定

金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出し

又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代え

ることができる。また、愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規

則第１８号）第１３７条の規定に該当する者については、入札保

証金の納付を免除することがある。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１以上の契約保証金を

納付しなければならない。ただし、愛媛県会計規則第１５４条

の規定に該当する者については、契約保証金の納付を免除す

ることがある。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望するものは、入札参加資格審

査申請書を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならな

い。

なお、知事からの当該書類の内容に関し説明を求められた場

合は、これに応じなければならない。

ア 受付期間

令和２年８月２５日（火）から令和２年９月２３日（水）午後

５時１５分まで

イ 受付場所

上記３の�に掲げる場所
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効と

する。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered： Survey

meters and Electronic Pocket Dosimeters maintenance

outsourcing

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，６ October２０２０

� For further information，please contact： Nuclear Safety

Measures Division， Public Affairs and Environment

Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２

Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０，Japan

TEL ＋８１―８９―９４１―２１１１ Ext．２３４１
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選挙管理委員会告示
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�愛媛県選挙管理委員会告示第２９号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

令和２年８月２５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

国会議員関係政治団体以外の政党の支部

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

自由民主党愛媛県上浮穴郡第一支部 山 � 洋 靖 木 山 忠 典 上浮穴郡�万高原町下畑野川甲３１８－１ 令和２年７月３日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

大西正之後援会 重 松 昭 彦 �須賀 年 男 東温市北方３１９５－１ 令和２年７月２日

おちゆみこ後援会 川 原 光 明 國 田 睦 西条市楠甲３５２－１ 令和２年７月１４日

森川亜紀と西条市を笑顔にする会 原 口 亜 紀 森 川 貴 敏 西条市楠甲１７５４－１ 令和２年７月１５日

三浦克彦後援会 三 浦 克 彦 三 浦 桂 子 四国中央市土居町野田甲１０１１ 令和２年７月１６日

横内ひろゆき後援会 横 内 博 之 横 内 朋 香 四国中央市妻鳥町１４６１－１１ 令和２年７月２７日

�愛媛県選挙管理委員会告示第３０号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

令和２年８月２５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

自由民主党愛媛県看護連
盟支部 吉 田 昭 枝 会 計 責 任 者 宇和川 仁 巳 井 上 眞 志 令和２年７月６日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

いしいともえと楽しく未
来を語る会 石 井 智 恵 政 治 団 体 の 名 称 いしいともえと楽しく未来を語

る会
かくだともえと楽しく未来を語
る会 令和元年７月１日

主たる事務所の所在地 松山市味酒町三丁目９ 松山市味酒町一丁目９－５

代 表 者 石 井 智 恵 角 田 智 恵

愛媛県商工連盟連合会今
治支部 阿 部 健 代 表 者 阿 部 健 檜 垣 清 隆 令和元年１１月１日

堀田順人後援会 堀 田 知 秋 代 表 者 堀 田 知 秋 小笠原 和 也 令和２年３月１３日

愛媛県商工連盟連合会新
居浜支部 横 川 明 英 会 計 責 任 者 矢 田 義 � � 橋 健 吉 令和２年３月２６日

愛媛県看護連盟 吉 田 昭 枝 会 計 責 任 者 宇和川 仁 巳 井 上 眞 志 令和２年６月１日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第３１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

令和２年８月２５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

河野忠康後援会 川 � 幸 男 代 表 者 川 � 幸 男 井 部 剛 令和２年６月１日

会 計 責 任 者 高 岡 富美雄 沼 田 洋 一

愛媛の未来をつくる会 藤 野 潤 会 計 責 任 者 川 満 出 菅 勝 幸 令和２年６月２６日

かなしげ典子サポーター
ズ 木 村 俊 介 政 治 団 体 の 名 称 かなしげ典子サポーターズ かなしげ典子と仲間たち 令和２年６月２７日

主たる事務所の所在地 南宇和郡愛南町御荘平城３９３３－
２ 南宇和郡愛南町緑乙３８８

代 表 者 木 村 俊 介 金 繁 典 子

会 計 責 任 者 少 林 法 子 � 米 万利子

日本臨床検査技師連盟愛
媛県支部 檜 垣 里江子 主たる事務所の所在地 松山市二番町三丁目１０－６ 今治市土橋町一丁目８－１８ 令和２年６月２７日

代 表 者 檜 垣 里江子 赤 尾 智 広

武田功後援会 友 川 満 代 表 者 友 川 満 渡 辺 清 敏 令和２年７月１日

山内孝二後援会 大 西 賢 代 表 者 大 西 賢 井 門 孝 徳 令和２年７月１日

向田まさひろ後援会 米 井 富 春 主たる事務所の所在地 松山市古川南三丁目２６－３０ 松山市和泉南六丁目７－１６ 令和２年７月１３日

政治結社二代目男塾 影 内 輝 雄 主たる事務所の所在地 松山市喜与町一丁目８－１６ 松山市立花三丁目８－３ 令和２年７月１５日

宮脇かおる後援会 田名後 千重子 主たる事務所の所在地 越智郡上島町岩城２１６３ 越智郡上島町岩城３１７５ 令和２年７月１５日

代 表 者 田名後 千重子 浜 村 隆

�愛媛県選挙管理委員会告示第３２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

令和２年８月２５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

野 澤 美 千 代 後 援 会 橘 敞 三 平成３１年４月８日

岡 崎 溥 後 援 会 馬 木 清 重 令和元年５月３１日

資金管理団体の届
出をした者（代表
者）の氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 指 定 年 月 日

三 浦 克 彦 四国中央市議会議員 三浦克彦後援会 四国中央市土居町野田甲１０１１ 令和２年７月１６日

令和２年８月２５日 発行
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